
京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年３月２

９日京都市条例第   号）（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 

  本市の他の常勤職員の例に準じ，教職員の昇給の基準及び扶養手当について必要な措

置を講じることとしました。 

  この条例は，平成３０年４月１日から施行することとしました。 

７４



 京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年３月２９日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 

 京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 附則第１８項を附則第２０項とし，附則第１７項を附則第１９項とし，附則第１６項の

前の見出しを削り，同項を附則第１８項とし，同項の前に見出しとして「（関係条例の廃止

に伴う経過措置）」を付する。 

 附則第１５項を附則第１７項とし，附則第１１項から附則第１４項までを２項ずつ繰り

下げ，附則第１０項の前の見出しを削り，同項を附則第１２項とし，同項の前に見出しと

して「（関係条例の一部改正）」を付する。 

附則第９項を附則第１１項とし，附則第８項の前の見出しを削り，同項を附則第１０項

とし，同項の前に見出しとして「（住居手当に関する特例）」を付する。 

附則第７項の次に次の２項を加える。 

（昇給の基準に関する暫定措置） 

８ 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における第５条の規定の適用

については，同条前段中「第４条」とあるのは，「第４条（同条第３項にあっては，京

都市職員給与条例の一部を改正する条例（平成３０年  月  日条例第  号。次項

において「職員給与一部改正条例」という。）附則第２項の規定により読み替えて適用

する同条第３項）」とする。 

（扶養手当に関する暫定措置） 

９ 平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における第１０条の規定の適

用については，同条中「第８条」とあるのは，「第８条（同条第１項にあっては，職員

給与一部改正条例附則第３項の規定により読み替えて適用する同条第１項）」とする。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 
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